
 

 

九十九里地域水道企業団公告      
 

一般競争入札（事後審査型）の実施について 

 

地方自治法施行令第１６７条の６の規定により一般競争入札を次のとおり実施します。 

 

令和８年３月５日 

 

九十九里地域水道企業団 

企業長 鹿 間 陸 郎 

 

１ 一般競争に付する事項 

（１）業 務 名  光取水場電気設備更新に伴う実施設計業務委託 

（２）業 務 場 所  山武郡横芝光町宝米１７５１番地 

（３）一般競争入札  郵便入札・事後審査方式 

（４）業 務 日 数  ３００日間 

（５）業 務 の 概 要 

ア 目的 

本業務は、光取水場電気設備の更新を行うための実施設計を行うものである。 

イ 概要 

（ア）設計協議         １式 

（イ）現地調査及び資料収集   １式 

（ウ）電気設備更新実施設計   １式 

（６）予 定 価 格  落札決定後公表 

（７）最低制限価格  最低制限価格制度実施要領を適用し設定する。 

（８）入 札 保 証 金  免除  

（９）契 約 保 証 金  無 

（10）業務費内訳書  提出（本業務内訳書及び第１号～第３号内訳書） 

（11）前・中間支払金  対象とする 

 

※最低制限価格の算出方法については、企業団ホームページ内「最低制限価格制度実施

要領」に掲載しています。 

※この公告に係る契約について、当企業団の事業は令和８年度より千葉県企業局へ引き

継ぐことから、本件の契約についても令和８年４月１日から千葉県企業局へ引き継が

れるものとなります。 

  



 

 

２ 入札参加者に必要な資格に関する事項 

本業務の入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりです。 

（１）本業務の公告日前に効力を有する令和６・７年度九十九里地域水道企業団建設工事

等資格者名簿「測量・コンサルタント用」に登載されているもののうち、土木関係建

設コンサルタント業務【上水道及び工業用水道】及び【電気電子】について希望業務

登録がある者。 

（２）本業務の公告日から本業務の開札の日までの間に、九十九里地域水道企業団建設工

事請負業者等指名停止措置要領に基づく指名停止を受けていない者。 

（３）本業務の公告日前に千葉県に本店又は支店等（契約の締結及び契約の履行に関する

一切の権限を受けている者を置く。）がある者。 

（４）土木関係建設コンサルタント業務【上水道及び工業用水道】及び【電気電子】の登

録を有する者。 

（５）公告日から起算して過去１０年間において、上水道施設における電気設備新設又は

更新に係る実施設計業務を元請として履行した実績を有する者。 

（６）管理技術者に土木関係建設コンサルタント業務【上水道及び工業用水道】の技術士

又はこれと同様の能力と経験を有する技術者、或いはＲＣＣＭの資格保有者（開札日

現在３か月以上の雇用関係にある者）を配置できる者。 

（７）照査技術者に土木関係建設コンサルタント業務【電気電子】の技術士又はこれと同

様の能力と経験を有する技術者、或いはＲＣＣＭの資格保有者（開札日現在３か月以

上の雇用関係にある者）を配置できる者。 

（８）地方自治法施行令第１６７条の４の規定のほか、次の各号に該当しない者。 

ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者又は本業務の

開札日前６か月以内に手形・小切手を不渡りした者。 

イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定

が本業務の公告日までにされていない者。 

ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定

が本業務の公告日までにされていない者。 

 

３ 開札の場所及び日時 

（１）場  所  九十九里地域水道企業団第２会議室 

東金市東金７６９番地２ 

（２）日 時  令和８年３月２５日（水）午前・午後  １１時００分 

 

４ 設計図書の閲覧方法 

原則として、企業団ホームページからのダウンロード又は、企業団窓口での閲覧とな

ります。   



 

 

５ 入札書の郵送方法 

（１）郵送方法  一般書留又は簡易書留 

（２）到着期限  令和８年３月２４日（火）午後５時必着 

（３）送 付 先  〒２８３－０８０２ 

東金市東金７６９番地２ 

九十九里地域水道企業団 総務課 管財班行 

ア 郵送は外封筒（角形２号程度）及び中封筒（長形３号程度）の２重封筒としてく

ださい。 

外封筒には入札書を同封した中封筒、誓約書、入札参加資格確認申請書、業務費

内訳書（指定された場合）を入れて封かん（同封されていない場合は入札無効とな

ります。）し、封筒の表面に次の事項を必ず記載してください。 

（ア）指定した郵送先 

（イ）入札書、誓約書、入札参加資格確認申請書、業務費内訳書（指定された場合）

在中の旨 

（ウ）公告した業務名 

（エ）公告した業務場所 

（オ）開札日 

（カ）入札者の商号又は名称 

イ 中封筒には入札書を入れて封かん及び代表者印により３箇所封印し、封筒の表面

に次の事項を必ず記載してください。 

（ア）入札書在中の旨 

（イ）公告した業務名 

（ウ）公告した業務場所 

（エ）開札日 

（オ）入札者の商号又は名称 

ウ 入札書、誓約書、入札参加資格確認申請書の各々の様式については、企業団ホー

ムページ掲載の入札情報・入札様式よりダウンロードし作成してください。 

エ 入札書、誓約書、入札参加資格確認申請書、業務費内訳書（指定された場合）等

の書類の日付については、開札日の記入をお願いします。 

オ 開札日が同日であっても、外封筒及び入札書は公告ごとに作成してください。 

封筒の封は糊付けでお願いします。 

 

  



 

 

６ 業務費内訳書の提出 

（１）入札参加者は、業務費内訳書の提出を求められている場合は、業務費内訳書が同封

されていない入札書は無効となります。また、次の各号に該当する場合も、入札が無

効となるので留意してください。 

ア 入札書の記載金額と業務費内訳書の積算金額が相違する場合。 

イ 業務費内訳書に業務名、業務場所の記載がない場合。 

ウ 業務費内訳書に入札者の商号又は名称がなく、押印が欠けている場合。 

エ 入札公告で示した設計書（金抜設計書）のうち本業務内訳書及び内訳書に記載さ

れた項目が欠けている場合。 

（２）業務費内訳書は次のどちらかの様式により作成してください。 

ア 入札公告で示した設計書（金抜設計書）のうち、本業務内訳書及び内訳書に金額

を記載したもの。 

イ アと同一の項目が含まれた任意の様式により作成したもの。 

 

７ 入札回数 

入札の回数は３回とする。 

 

８ 設計図書等に関する質問 

設計図書等に関する質問がある場合は、書面でＦＡＸ等により提出してください。 

（１）提出期限  令和８年３月１０日（火）午後５時まで 

（２）提 出 先  九十九里地域水道企業団 総務課 管財班 

ＴＥＬ ０４７５－５４－０６３１ 

ＦＡＸ ０４７５－５４－２０６８ 

（３）回 答  質問に対する回答は令和８年３月１３日（金）にホームページに掲載

します。 

 

９ 入札の執行 

到着期限までに到着した入札書が１通の場合でも、当該入札は執行します。 

 

10 開札の立会 

開札の立会については任意ですので、必ず参加しなければならないものではありませ

ん。 

ただし、参加しなかった場合は再度入札を行うことはできません。 

代理人をもって参加する場合は委任状の提出をお願いします。 

  



 

 

11 落札者の決定 

（１）予定価格の制限の範囲内（最低制限価格を設定した場合は、予定価格と最低制限価

格の範囲内）で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とする。 

以下低い価格で入札した者から順次落札候補者として資格審査を行い、後日落札者

を決定し、連絡いたします。 

（２）予定価格の制限の範囲内の入札がない場合は、再度入札を行うものとする。 

ただし、初回の入札で無効となった者は、再度入札には参加できない。 

（３）再度入札においては、入札書を封筒に入れずに提出することができるものとする。 

（４）落札候補者となるべき同価格の入札者が２者以上あるときは、くじ引きにより落札

候補者としての順位を決定する。 

なお、くじを引かない者があるときは、これに代わり入札事務に関係のない職員に

くじを引かせるものとする。 

（５）再度入札において落札候補者がない場合は、当企業団建設工事等契約事務取扱要綱

第１４条第１項の規定によるものとする。 

 

12 落札候補者となった場合提出する書類 

落札候補者は速やかに次の書類を提出するものとする。 

（１）土木関係建設コンサルタント業務【上水道及び工業用水道】及び【電気電子】の登録

を証明するもの。 

（２）業務実績の確認書類として、業務名・発注機関名・契約金額及び業務概要等が確認で

きるもの。 

（３）管理技術者及び照査技術者の資格を証明するもの。（開札日現在３か月以上の雇用関

係の証明含む） 

 

13 その他 

（１）上記のほか、入札公告及び入札の概要を熟知し、入札書を郵送してください。 

（２）入札書を投函する前に、再度必ず確認してください。 

（３）開札日には、再度の入札に備え予備の入札書を持参してください。 

（４）入札書到達の有無等の問い合わせには、一切対応しません。 

（５）入札参加者は、ホームページ掲載の入札情報の入札約款を熟読し、遵守してくださ

い。 

 

 



令和 8 年度

光取水場電気設備更新に伴う実施設計業務委託
設  計  書

013841010九  十  九  里  地  域  水  道  企  業  団



委託料建設改良費 改良施設費資本的支出

九十九里地域水道企業団 九水企改委令８第１号

課長 副課長 場長 副場長 班長 審査 設計

年度
科目

令和 8 年度 款 項 目 節

 業 務 場 所
山武郡横芝光町宝米１７５１番地

業務名 光取水場電気設備更新に伴う実施設計業務委託

 業務日数     ３００日間

総括表

請  負 業務施行方法

業務番号 提出年月日

 設 計 金 額 円

 工 事 価 格 円

 消費税相当額 円

013841010九  十  九  里  地  域  水  道  企  業  団



設
　
　
　
計
　
　
　
説
　
　
　
明
　
　
　
　
　
　

　本業務は、光取水場電気設備の更新を行うための実施設計であり、
その概要は下記のとおりである。
　　
　　　　　　　　　　　　　　　記
　
　　　　　　　１．設計協議　　　　　　　　１式
　　　　　　　２．現地調査及び資料収集　　１式
　　　　　　　３．電気設備更新実施設計　　１式
　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―以上―
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費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要

         本  業  務  内  訳  書

本業務費

直接人件費

設計協議
式 1    第 1 号内訳書参照

現地調査及び資料収集
式 1    第 2 号内訳書参照

電気設備更新実施設計 設計水量31,100m3
式 1    第 3 号内訳書参照

直接人件費計

直接経費

旅費交通費
式 1    

印刷製本費
式 1    

電子成果品作成費
式 1    

直接経費計
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費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要

付属 1

直接原価計

間接原価

その他原価
式 1    

業務原価

一般管理費等
式 1    

業務価格

消費税相当額
式 1    

業務委託料計
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名称 規格寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

第 1 設計協議 1式号 内訳書

初回打合せ
式 1    第 1 号単価表参照

中間打合せ 打合せ回数２回
式 1    第 2 号単価表参照

最終打合わせ
式 1    第 3 号単価表参照

計

P-3013841010九  十  九  里  地  域  水  道  企  業  団



名称 規格寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

第 2 現地調査及び資料収集 1式号 内訳書

現地調査及び資料収集
式 1    第 4 号単価表参照

計
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名称 規格寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

第 3 電気設備更新実施設計
設計水量31,100m3

1式号 内訳書

設計計画
式 1    第 5 号単価表参照

計算（機能）
式 1    第 6 号単価表参照

設計図作成
式 1    第 7 号単価表参照

数量計算
式 1    第 8 号単価表参照

審査
式 1    第 9 号単価表参照

計
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名称 規格寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 1 初回打合せ 1 式号 単価表

主任技師
人

技師（Ａ）
人

計 1式 当り
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名称 規格寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 2 中間打合せ 打合せ回数２回 1 式号 単価表

技師（Ａ）
人

技師（Ｂ）
人

計 1式 当り
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名称 規格寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 3 最終打合わせ 1 式号 単価表

主任技師
人

技師（Ａ）
人

計 1式 当り
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名称 規格寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 4 現地調査及び資料収集 1 式号 単価表

技師（Ａ）
人

技師（Ｂ）
人

計 1式 当り
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名称 規格寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 5 設計計画 1 式号 単価表

理事・技師長
人

主任技師
人

技師（Ａ）
人

技師（Ｂ）
人

技師（Ｃ）
人

技術員
人

計 1式 当り
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名称 規格寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 6 計算（機能） 1 式号 単価表

理事・技師長
人

主任技師
人

技師（Ａ）
人

技師（Ｂ）
人

技師（Ｃ）
人

技術員
人

計 1式 当り
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名称 規格寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 7 設計図作成 1 式号 単価表

主任技師
人

技師（Ａ）
人

技師（Ｂ）
人

技師（Ｃ）
人

技術員
人

計 1式 当り

P-12013841010九  十  九  里  地  域  水  道  企  業  団



名称 規格寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 8 数量計算 1 式号 単価表

主任技師
人

技師（Ａ）
人

技師（Ｂ）
人

技師（Ｃ）
人

技術員
人

計 1式 当り
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名称 規格寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 9 審査 1 式号 単価表

理事・技師長
人

主任技師
人

計 1式 当り
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 第１章 総則 

１．基本事項 

本特記仕様書は、九十九里地域水道企業団(以下「当企業団」という)の「光取水場電気設備更新に

伴う実施設計業務委託」に適用する。 

２．業務目的 

本業務は、当企業団の方針に従い、光取水場電気設備更新工事を実施するための設計を行うことを

目的とする。 

３．業務内容 

業務内容は以下に示すとおりである。 

（１）設計協議 

（２）現地調査及び資料収集 

（３）電気設備更新実施設計 

（４）その他調査職員が必要と認めた事項 

４．仕様書の適用 

業務は、本特記仕様書に従い実施しなければならない。 

５．設計基準等  

設計にあたっては、「日本水道協会水道施設設計指針」「九十九里地域水道企業団工事等共通仕様書」

「日本水道協会水道施設耐震工法指針・解説」「千葉県土木設計業務共通仕様書」及び本特記仕様書第

３章の準拠すべき図書に基づき行われなければならない。 

６．費用の負担 

業務に必要な費用は、本特記仕様書に明記のないものであっても、原則として受注者の負担とする。 

７．法令等の遵守 

受注者は、業務の実施にあたり、関連する法令等を遵守しなければならない。 

８．中立性の保持 

受注者は、常にコンサルタントとして中立性を保持しなければならない。 

９．秘密の保持 

受注者は、業務の遂行上知り得た事項を他人に漏らしてはならない。 

10．公益確保の責務 

受注者は、業務を行うに当って公共の安全、環境の保全、その他の公益を害することの無いように

努めなければならない。 

11．許可申請 

受注者は、業務の遂行上法令等で定められた許可・申請事務が生じた場合、それに関する事務を遅

滞なく行わなければならない。 

12．提出書類 

（１）受注者は、業務にあたって、企業団様式による必要書類及び調査職員の指示する書類を提出しな

ければならない。 

（２）受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が１００万円以上の業務について、業務実績情

報システム（以下「テクリス」という。）に基づき、受注・変更・完了時に業務実績情報として「登
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録のための確認のお願い」を作成し、受注時は契約締結後１５日（休日等を除く）以内に、登録内

容の変更時は変更があった日から１５日（休日等を除く）以内に、完了時は業務完了後１５日（休

日等を除く）以内に、書面により調査職員の確認を受けたうえで、登録機関に登録申請しなければ

ならない。 

13．業務の着手 

受注者は、契約締結後１５日（土曜日、日曜日、祝日等を除く）以内に設計業務等に着手しなけれ

ばならない。この場合において、着手とは管理技術者が設計業務等の実施のため調査職員との打合せ

を行うことをいう。 

14．業務計画書 

（１）受注者は、契約締結後、１４日（休日等を含む）以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出し

なければならない。 

（２）業務計画書には、下記事項を記載するものとする。 

ア 業務概要 

イ 実施方針 

ウ 業務工程 

エ 業務組織計画 

オ 打合せ計画 

カ 成果物の品質を確保するための計画 

キ 成果物の内容、部数  

ク 使用する主な図書及び基準 

ケ 連絡体制(緊急時含む)  

コ 使用する主な機器 

サ その他調査職員の指示する事項 

イ 実施方針又は サ その他には、個人情報の取扱い、安全等の確保及び行政情報流出防止対

策の強化に関する事項も含めるものとする。 

なお、受注者は設計図書において照査技術者による照査が定められている場合は、業務計画書に

照査技術者及び照査計画について記載するものとする。 

（３）受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職

員に変更業務計画書を提出しなければならない。 

（４）調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければ

ならない。 

15．配置技術者 

本業務に従事する技術者は、以下の者を配置しなければならない。 

（１）管理技術者 

業務を行う管理技術者は、土木関係建設コンサルタント業務【上水道及び工業用水道】の技術

士又はこれと同様の能力と経験を有する技術者、或いはＲＣＣＭの資格を持った技術者でなけれ

ばならない。 

（２）照査技術者 
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 照査技術者は、その業務に対し適切な時期に照査を行い、土木関係建設コンサルタント業務【電

気電子】の技術士又はこれと同様の能力と経験を有する技術者、或いはＲＣＣＭの資格を持った

技術者でなければならない。 

（３）その他 

ア 管理技術者及び照査技術者は、資格証明書及び自社社員であり、雇用関係にあることを証明す

る書類を提出しなければならない。 

イ 管理技術者は、調査職員の指示に従い業務全般の技術的な管理を行う。 

ウ 照査技術者は、照査計画を作成した上で業務の照査を行い、調査職員に照査報告書を提出する

こと。なお、照査技術者は管理技術者と兼務することができない。 

エ 各技術者は、過去５年以内に千葉県内の上水道電気設備に関わる設計業務の実務経験を有する

者であってテクリスに登録されている技術者でなくてはならない。 

16．業務の指示 

（１）受注者は、当企業団が定める調査職員と密接な連絡をとり、その指示を受けなければならない。 

（２）受注者は、本業務の各段階に着手をするときは、当該段階の基本方針について調査職員の承諾を

受けなければならない。 

17．成果物の審査 

（１）受注者は、業務完了時に調査職員の審査を受けなければならない。 

（２）成果物の審査において、訂正を指示された箇所は直ちに訂正しなければならない。 

（３）業務完了後において、明らかに受注者の責に伴う業務の不明個所及び訂正箇所が発見された場合、

受注者は直ちに訂正しなければならない。また、これに要する経費は受注者の負担とする。 

18．引渡し 

成果物の審査に合格後、本特記仕様書に規定した成果物一式を納品し、当企業団検査員の検査をも

って業務の完了とする。 

19．疑義の処理 

受注者は、業務遂行上必要と認められるもので、本特記仕様書の解釈に疑義を生じた事項及び本特

記仕様書に明記していない事項については、調査職員と協議しその指示に従うこと。 

20．他官庁、企業との協議 

他官庁、企業との協議、手続きは本業務において全て行うものとする。 

21．著作権の取り扱い 

本業務の著作権については、納品をもって当企業団に帰属するものとする。 

22．その他 

（１）業務の委託中及び委託完了後でも調査職員から説明を求められたときは直ちに担当者を派遣し、

これに答えなければならない。 

（２）参考とした文献や資料については報告書に明記すること。 

（３）受注者は、業務を遂行するなかで特殊な工法、製品等を使用する際、それらが特許等に抵触する

場合は、その旨を調査職員に報告しなければならない。 

（４）参考見積り、参考図書類の徴収は、承諾を得てから行うものとする。 
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第２章 業務概要  

１．基本事項 

（１）名    称 光取水場 

（２）所 在 地 山武郡横芝光町宝米１７５１番地 

（３）施設能力 ３１,１００㎥/日 

２．対象範囲 

設計業務対象範囲は以下のとおりとする。 

（１）光取水場 

３．対象設備 

  詳細設計対象設備は以下のとおりとする。 

（１）高圧引込盤 

（２）常用受電盤 

（３）予備受電盤 

（４）ＭＯＦ盤 

（５）買電・発電切替盤 

（６）コンデンサ盤 

（７）Ｎｏ．１/２ ４００Ｖ動力変圧器１次盤 

（８）Ｎｏ．３ ４００Ｖ動力変圧器１次盤/２００Ｖ動力変圧器１次盤 

（９）照明変圧器１次盤/ＺＰＣ盤 

（10）Ｎｏ．１ ４００Ｖ動力変圧器盤 

（11）Ｎｏ．２ ４００Ｖ動力変圧器盤 

（12）Ｎｏ．３ ４００Ｖ動力変圧器盤 

（13）２００Ｖ動力変圧器盤 

（14）照明変圧器盤 

（15）Ｎｏ．１ 取水ポンプ盤 

（16）Ｎｏ．２ 取水ポンプ盤 

（17）Ｎｏ．３ 取水ポンプ盤 

（18）インバータ盤 

（19）直流電源盤 

（20）蓄電池盤 

（21）補助継電器盤１ 

（22）補助継電器盤２ 

（23）コントロールセンタ 

（24）Ｎｏ．１ 取水ポンプ現場操作盤 

（25）Ｎｏ．２ 取水ポンプ現場操作盤 

（26）Ｎｏ．３ 取水ポンプ現場操作盤 

（27）対象設備更新に伴う監視制御設備等 

４．業務内容 
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（１）設計協議 

  ア 業務の進歩に伴い、初回・中間（２回）・最終打合せを行うものとする。 

また、本業務に係る協議内容などを記録し提出・保管するものとする。 

  イ 業務内容の確認、貸与資料等の確認、基本条件等の確認を行うとともに、作業中に発生する諸

条件の処理に関する確認を行うこと。 

（２）現地調査及び資料収集 

  ア 現地調査 

    受注者は、設計図書に示された設計対象施設の現地踏査を行い、施設の稼働状況や施工時の支

障物件について、現地状況を十分把握すること。 

    また、現地調査にあたっては、事前に調査職員の了承を得てから行うようにし、安全に配慮し

て行うこと。 

  イ 資料収集 

    受注者は、業務上必要な資料、その他の支障物件について、完成図書等から十分に調査を行う

こと。 

  ウ 貸与資料等 

    業務実施に際し、受注者には調査職員から業務遂行上必要な完成図書等を貸与するが、その使

用にあたっては丁寧に取扱い、損傷・紛失等のないようにし、業務完了後は速やかに返却するこ

ととする。また、秘密保持義務のもと、それらの内容をコピーし、他に漏らしてはならない。 

    借用・返却の際は、借用書・返納書等をもって行うこと。 

    貸与資料等の記載事項について、矛盾や解釈に疑義が生じた場合は、調査職員と協議するもの

とする。 

（３） 電気設備更新実施設計 

  ア 受変電設備 

①各種計算を行うための負荷リストを作成すること。 

②変圧器、遮断器、コンデンサなど主要な機器について、比較検討、容量計算などを行い、最適

な機器校正を提案すること。 

③機器配置及び配線ルートの検討を行うこと。 

④新旧設備切替を行うための切替手順を検討すること。また、新旧切替を実施するにあたり、設

備停止を行わないための仮設設備を検討すること。 

⑤受電引込設備の更新に伴い、必要な協議等を行うこと。 

⑥その他、必要と考えられる検討を行うこと。 

  イ 運転操作設備 

   ①既設ポンプ設備の始動方式や制御・運転方法について把握し、比較検討を行うこと。 

   ②その他、必要と考えられる検討を行うこと。 

  ウ 監視制御設備 

   ①既設監視制御設備について、現状の仕様等を確認すること。 

   ②電気設備の更新に伴い、中央監視設備に及ぼす影響を確認し、必要な機能増設を整理すること。 

   ③その他、必要と考えられる検討を行うこと。 
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  エ 共通の検討 

   ①可能な限り設備停止が起こらない、または、停止時間が短くなるような切替方法を検討するこ

と。 

   ②既設設備で不要な機器、材料は撤去とすること。 

   ③施設の運用を踏まえての工事工程表を作成すること。 

   ④工事の経済性を考慮し提案すること。 

   ⑤その他、必要と考えられる検討を行うこと。 

５．作成書類 

（１）設計図書 

  以下に示す実施設計図を作成すること。 

  ア 単線結線図 

  イ 機器外形図 

  ウ システム構成図 

  エ 計装フローシート 

  オ 全体平面図 

  カ 配置配線図 

  キ 機器配線撤去図 

  ク 配線表 

  ケ 仮設図（必要な場合） 

  コ その他必要と考えられる図面 

（２）設計計算書等の作成 

  以下に示す書類の作成すること。 

  ア 検討書（各種機器検討、施工計画など） 

  イ 設計計算書（各種容量計算、ケーブル選定表など） 

  ウ 入出力信号項目表 

  エ 運転操作法案 

  オ 仮設計画書（必要な場合） 

  カ 特記仕様書 

  キ 数量計算書 

  ク 見積依頼書 

  ケ 工事設計書 

  コ その他、必要と考えられる書類 

６．照査 

（１）照査の目的 

   受注者は、業務を遂行する上で技術資料等の諸情報を活用し、十分な比較検討を行うことにより、 

業務の高い質を確保することに努めるとともに、さらに厳密な照査を実施し、成果品に誤りがない 

よう努めなければならない。 

（２）照査事項 
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  照査技術者は下記に示す事項を標準として照査を行うこと。 

  ア 設計計画の妥当性（設計方針、設計条件等）の照査 

  イ 各種計算書の適正性に関する照査 

  ウ 各種設計図の適正性に関する照査 

  エ 各種計算書と設計図の整合性に関する照査 

７．成果物 

（１）Ａ４版金文字黒表紙バインダー製本 ２部 

ア 実施計画書 

イ 詳細設計図 

ウ 検討計算書 

エ 特記仕様書 

オ 数量計算書 

カ 概算設計書 

キ 見積依頼書 

ク 設計協議録 

ケ その他必要とする図書 

（２）電子成果品（ＣＤ－Ｒ） １式２枚 

※報告書一式（PDF 形式）、仕様書（ワードデータ）、設計書（エクセルデータ）、 

数量計算書（エクセルデータ）、設計図（DWG・PDF 形式） 

 

第３章 準拠図書 

業務は、下記に掲げる最新版図書を参考にして行うものとする。 

１．日本産業規格（JIS） 

２．日本水道協会規格（JWWA） 

３．電気規格調査会標準規格（JEC） 

４．日本電機工業会規格（JEM） 

５．日本電線工業会規格（JCS） 

６．内線規程（日本電気協会） 

７．水道施設設計指針（日本水道協会） 

８．水道維持管理指針（日本水道協会） 

９．水道事業実務必携（全国簡易水道協議会） 

10．鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（日本建築学会） 

11．国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 公共建築設備工事標準図 

機械設備工事編（公共建築協会） 

12．国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 公共建築設備工事標準図 

電気設備工事編（公共建築協会） 

13．国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築改修工事標準仕様書 機械設備工事編（公共建築協会） 

14．国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築改修工事標準仕様書 電気設備工事編（公共建築協会） 
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15．公共建築数量積算基準（国土交通省大臣官庁官房営繕部） 

16．その他関連法規及び規格、基準によるものとする。 
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（案） 

 収 入 印 紙 

 

土木設計等業務委託契約書 

 

 

１．委託業務名 
 
 
２．履行期間      自 令和  年  月  日 

至 令和  年  月  日 
 
 
３．業務委託料 
（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額） 

 
 
４．契約保証金 
 
 
 
 
 

上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合

意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠
実にこれを履行するものとする。 
（Ａ）本契約の証として本書 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、
各 自１通を保有する。 
（Ｂ）本契約の証として、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、発注者及
び受注者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保有するものとす
る。 
〔注〕（Ａ）は紙の契約書を採用する場合、（Ｂ）は電子契約を採用する場

合に使用する。 
 
 

令和  年  月  日 
 
 

発 注 者  住所 

 

氏名                  印 

 

受 注 者  住所 

 

氏名                  印 
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（総   則） 

第１条 発注者及び受注者は、この約款（契約書を含む。以下同じ。）に基づき、設計図

書（別冊の図面、仕様書をいう。以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契

約（この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。）を履行し

なければならない。 

２ 受注者は、契約書記載の業務（以下「業務」という。）を契約書記載の履行期間（以

下「履行期間」という。）内に完了し、契約の目的物（以下「成果物」という。）を発

注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。 

３ 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受

注者の管理技術者(第 10 条に定める管理技術者をいう。以下同じ。) に対して行うこと

ができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務

を行わなければならない。 

４ 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しく

は発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段

をその責任において定めるものとする。 

５ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 

７ この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 

８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別

の定めがある場合を除き、計量法（平成 4 年法律第 51号）に定めるものとする。 

９ この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法（明治 29年法律第 89 号）

及び商法（明治 32年法律第 48号）の定めるところによるものとする。 

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

11 この契約に係る訴訟の提起又は調停（第 50条の規定により、発注者と受注者との協議

の上選任される調停人が行うものを除く。）の申立てについては、日本国の裁判所をも

って合意による専属的管轄裁判所とする。 

（指示等及び協議の書面主義） 

第２条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び

解除（以下「指示等」という。）は、書面により行わなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者

は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び

受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものと

する。 

３ 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定により協議を行うときは、当該協議

の内容を書面に記録するものとする。 

（業務工程表の提出） 

第３条 受注者は、この契約締結後 14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、

発注者に提出しなければならない。 

２ 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から７日以内

に、受注者に対してその修正を請求することができる。 

３ この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、

発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求する

ことができる。この場合において、第１項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求

があった日から」と読み替えて、前２項の規定を準用する。 

４ 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 

（契約の保証） 

第４条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さな

ければならない｡ただし、第５号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちに

その保険証券を発注者に寄託しなければならない｡ 
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(1) 契約保証金の納付 

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者

が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律

（昭和 27年法律第 184号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）

の保証 

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の

締結 

２ 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する

方法その他の情報通信の技術を利用する方法（ 以下「電磁的方法」という。） であっ

て、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。

この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。 

３ 第１項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第６項において「保証

の額」という。）は、業務委託料の 10分の１以上としなければならない｡ 

４ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証

は第 42 条の５第３項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するもの

でなければならない。 

５ 第１項の規定により、受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、

当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第

５号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する｡ 

６ 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 10分の１に達

するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減

額を請求することができる｡ 

［注］ 契約の保証を免除する場合は、この条を削除する｡ 

（権利義務の譲渡等） 

第５条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 受注者は、成果物（未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。）を

第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、

あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

３ 受注者が前払金の使用等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足すること

を疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の

譲渡について、第１項ただし書の承諾をしなければならない。 

４ 受注者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権

の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明す

る書類を発注者に提出しなければならない。 

（著作権の譲渡等） 

第６条 受注者は、成果物（第 37条第 1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第２

項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。）が著作権法（昭

和 45年法律第 48 号）第２条第１項第１号に規定する著作物（以下「著作物」という。）

に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権（著作権法第 21 条から第 28 条

までに規定する権利をいう。）を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するもの

とする。 

２ 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を

受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場

合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更

することができる。 

３ 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的
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の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注

者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自

由に改変することができる。 

４ 受注者は、成果物（業務を行う上で得られた記録等を含む。）が著作物に該当すると

しないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、ま

た、第１条第５項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。 

５ 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム（著作権法第 10 条第

１項第９号に規定するプログラムの著作物をいう。）及びデータベース（著作権法第 12

条の２に規定するデータベースの著作物をいう。）について、受注者が承諾した場合に

は、別に定めるところにより、当該プログラム及びデー夕ベースを利用することができ

る。 

（一括再委託等の禁止） 

第７条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主た

る部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

２ 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三

者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

３ 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらか

じめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定し

た軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 

４ 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請負わせた者の商号又は名称

その他必要な事項の通知を請求することができる。 

（特許権等の使用） 

第８条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保

護される第三者の権利（以下この条において「特許権等」という。）の対象となってい

る履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。

ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象で

ある旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注

者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 

（意匠の実施の承諾等） 

第８条の２ 受注者は、自ら有する登録意匠（意匠法（昭和３４年法律第１２５号）第２条

第３項に定める登録意匠をいう。）を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によっ

て表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物（以下「本件構造物等」という。）

に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。 

２ 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第３条に基づく意匠登録を受ける権利を

発注者に無償で譲渡するものとする。 

（調査職員） 

第９条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならな

い。調査職員を変更したときも、同様とする。 

２ 調査職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限と

される事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書に定

めるところにより、次に掲げる権限を有する。 

(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対

する業務に関する指示 

(2) この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する

承諾又は回答 

(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議 

(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行

状況の調査 

３ 発注者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞ
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れの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部

を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならな

い。 

４ 第２項の規定による調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなけれ

ばならない。 

５ この約款に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して

行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達し

たものとみなす。 

（管理技術者） 

第 10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な

事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。 

２ 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料

の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第 14条第１項の請求の受理、同

条第２項の決定及び通知、同条第３項の請求、同条第４項の通知の受理並びにこの契約

の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができ

る。 

３ 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委

任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者

に通知しなければならない。 

（照査技術者） 

第 11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査

技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技

術者を変更したときも、同様とする。 

２ 照査技術者は、前条第 1 項に規定する管理技術者を兼ねることができない。 

（地元関係者との交渉等） 

第 12条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者

の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。 

２ 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければな

らない。 

（土地への立入り） 

第 13条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地

の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合にお

いて、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。 

（管理技術者等に対する措置請求） 

第 14条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者（第 11条に定める照査技術者をいう。

以下同じ。）又は受注者の使用人若しくは第７条第３項の規定により受注者から業務を

委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められると

きは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを

請求することができる。 

２ 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定

し、その結果を請求を受けた日から 10日以内に発注者に通知しなければならない。 

３ 受注者は、調査職員（第９条に定める調査職員をいう。以下同じ。）がその職務の執

行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面

により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

４ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定

し、その結果を請求を受けた日から 10日以内に受注者に通知しなければならない。 

（履行報告） 

第 15条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報

告しなければならない。 
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（貸与品等） 

第 16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な

物品等（以下「貸与品等」という。）の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及

び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 

２ 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、発注者に

受領書又は借用書を提出しなければならない。 

３ 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

４ 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって

不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。 

５ 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可

能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還

し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 

（設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務） 

第 17条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との

協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請

求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるとき

その他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められる

ときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必

要な費用を負担しなければならない。 

（条件変更等） 

第 18条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見した

ときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。 

(1) 図面、仕様書が一致しないこと（これらの優先順位が定められている場合を除く。） 

(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。 

(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違す

ること。 

(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状

態が生じたこと。 

２ 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を

発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、

受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 

３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示す

る必要があるときは、当該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後 14日以内に、そ

の結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを

得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長する

ことができる。 

４ 前項の調査の結果により第 1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要が

あると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 

５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要

があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害

を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（設計図書等の変更） 

第 19条 発注者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書

又は業務に関する指示（以下この条及び第 21条において「設計図書等」という。）の変

更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、

発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は

受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（業務の中止） 



 7 

第 20条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ること

ができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴

動その他の自然的又は人為的な事象（以下「天災等」という。）であって、受注者の責

めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業

務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注

者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。 

［注］本項は、現場調査業務を委託する場合に規定する条項である。 

２ 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受

注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 

［注］下線部分は、現場調査業務を委託する場合に規定する文言である。 

３ 発注者は、前２項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認め

られるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業

務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたとき

は、必要な費用を負担しなければならない。 

［注］下線部分は、現場調査業務を委託する場合に規定する文言である。 

（業務に係る受注者の提案） 

第 21条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良

事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計

図書等の変更を提案することができる。 

２ 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認める

ときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。 

３ 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認

められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。 

（適正な履行期間の設定） 

第 21 条の２ 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の

労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施

が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 

（受注者の請求による履行期間の延長） 

第 22条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了す

ることができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更

を請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められると

きは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の

責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更

を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（発注者の請求による履行期間の短縮等） 

第 23条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の

短縮変更を受注者に請求することができる。 

２ 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更

し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（履行期間の変更方法） 

第 24条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議

開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知

するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日（第 22条の場合にあ

っては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が

履行期間の変更の請求を受けた日とする。）から７日以内に協議開始の日を通知しない

場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

（業務委託料の変更方法等） 
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第 25条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協

議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知

するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から７日以内に協

議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知する

ことができる。 

３ この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に

発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 

（臨機の措置） 

第 26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなけ

ればならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、

発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、

この限りでない。 

２ 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しな

ければならない。 

３ 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に

対して臨機の措置をとることを請求することができる。 

４ 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に

要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認

められる部分については、発注者がこれを負担する。 

［注］この条は、現場調査業務を委託する場合に規定する条文である。 

（一般的損害） 

第 27条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害（次

条第１項、第２項若しくは第３項又は第 29条第１項に規定する損害を除く。）について

は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害（設計図書に定めるところにより

付された保険によりてん補された部分を除く。）のうち発注者の責めに帰すべき事由に

より生じたものについては、発注者が負担する。 

［注］下線部分は、現場調査業務を委託する場合に規定する文言である。 

（第三者に及ぼした損害） 

第 28条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害（第３項に規定する損害を除く。）につ

いて、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠

償額を負担する。 

［注］下線部分は、現場調査業務を委託する場合に規定する文言である。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額（設計図書に定めるところにより付

された保険によりてん補された部分を除く。）のうち、発注者の指示、貸与品等の性状

その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額

を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注

者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限

りでない。 

３ 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由によ

り第三者に及ぼした損害（設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補さ

れた部分を除く。）について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、

発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善

良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 

［注］この項は、現場調査業務を委託する場合に規定する条項である。 

４ 前３項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、

発注者と受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 

（不可抗力による損害） 

第 29条 成果物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基
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準を超えるものに限る。）で発注者と受注者いずれの責めにも帰すことができないもの

（以下この条において「不可抗力」という。）により、試験等に供される業務の出来形

部分（以下この条及び第 45 条において「業務の出来形部分」という。）、仮設物又は作

業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後

直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害（受

注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところ

により付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」とい

う。）の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 

３ 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担

を発注者に請求することができる。 

４ 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、

当該損害の額（業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であ

って立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る

額に限る。）及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額（第６項において「損

害合計額」という。）のうち、業務委託料の 100 分の１を超える額を負担しなければな

らない。 

５ 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、

算定する。 

(1) 業務の出来形部分に関する損害 

損害を受けた業務の出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場

合にはその評価額を差し引いた額とする。 

(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害 

損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該

業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相

応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復するこ

とができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕

費の額とする。 

６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗

力による損害合計額の負担については、第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の

額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付け

に要する費用の額の累計」と、「業務委託料の 100 分の１を超える額」とあるのは「業

務委託料の 100 分の１を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適

用する。 

［注］この条は、現場調査業務を委託する場合に規定する条文である。 

（業務委託料の変更に代える設計図書の変更） 

第 30 条 発注者は、第８条、第 17 条から第 21 条まで、第 22 条、第 23 条、第 26 条、第

27 条、前条、第 33 条又は第 39 条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を

負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全

部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の

変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内

に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

［注］下線部分は、現場調査業務を委託する場合に規定する文言である。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知

しなければならない。ただし、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を

負担すべき事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者

は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

（検査及び引渡し） 

第 31条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 
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２ 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員（以下「検査職員」という。）は、

前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10日以内に受注者の立会い

の上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当

該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 

３ 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを

申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。 

４ 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料

の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注

者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 

５ 受注者は、業務が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を

受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各

項の規定を準用する。 

（業務委託料の支払い） 

第 32条 受注者は、前条第２項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求する

ことができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30日以内に業

務委託料を支払わなければならない。 

３ 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査をしないときは、

その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間（以下この項

において「約定期問」という。）の日数から差し引くものとする。この場合において、

その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日

数を超えた日において満了したものとみなす。 

（引渡し前における成果物の使用） 

第 33条 発注者は、第 31 条第３項若しくは第４項又は第 37 条第１項若しくは第２項の規

定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用するこ

とができる。 

２ 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用

しなければならない。 

３ 発注者は、第１項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者

に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 

（前 金 払） 

第 34 条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27 年法律第 184 号）

第２条第４項に規定する保証事業会社（以下「保証事業会社」という。）と、契約書記

載の履行期間を保証期間とする同条第５項に規定する保証契約（以下「保証契約」とい

う。）を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10分の３以内の前払

金の支払いを発注者に請求することができる。 

２ 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保

証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。

この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 

３ 発注者は、第１項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14日以内に

前払金を支払わなければならない。 

４ 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料

の 10分の３から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支

払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。 

５ 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額

後の業務委託料の 10分の４を超えるときは、受注者は、業務委託料が減額された日から

30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、この項の期間内に第 37

条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過

額を控除することができる。 
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６ 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに業務委託料を増額した場合にお

いて、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上の額であるときは、受注者は、そ

の超過額を返還しないものとし、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料未満の額で

あるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の業務委託料の 10分の４

の額を差し引いた額を返還しなければならない。 

７ 発注者は、受注者が第５項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額

につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応

じ、第 42 条の５第５項に規定する率で計算した額の遅延利息の支払いを請求することが

できる。 

（保証契約の変更） 

第 35条 受注者は、前条第４項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の

支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注

者に寄託しなければならない。 

２ 受注者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契

約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 

３ 受注者は、第１項又は第２項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であ

って、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずるこ

とができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 

４ 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に

代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 

（前払金の使用等） 

第 36条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費（この業務

において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃及び保証料に相当

する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。 

（部分引渡し） 

第 37条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受け

るべきことを指定した部分（以下「指定部分」という。）がある場合において、当該指

定部分の業務が完了したときについては、第 31条中「業務」とあるのは「指定部分に係

る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第４項及び第 32

条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これら

の規定を準用する。 

２ 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるとき

は、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。

この場合において、第 31条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」

とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第４項及び第 32条中「業務委託料」とあ

るのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。 

３ 前２項の規定により準用される第 32条第１項の規定により受注者が請求することがで

きる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合に

おいて、第一号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第二号中「引渡部分に相応す

る業務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前２項にお

いて準用する第 32 条第１項の規定による請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わな

い場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

（１） 第１項に規定する部分引渡しに係る業務委託料 

指定部分に相応する業務委託料×（１－前払金の額／業務委託料） 

（２） 第２項に規定する部分引渡しに係る業務委託料 

引渡部分に相応する業務委託料×（１－前払金の額／業務委託料） 

（第三者による代理受領） 

第 38条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者

を代理人とすることができる。 
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２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の

提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているとき

は、当該第三者に対して第 32 条（第 37 条において準用する場合を含む。）の規定に基

づく支払いをしなければならない。 

（前払金等の不払に対する業務中止） 

第 39 条 受注者は、発注者が第 34 条又は第 37 条において準用される第 32 条の規定によ

る支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いを

しないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、

受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければな

らない。 

２ 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要がある

と認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を

必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならな

い。 

（契約不適合責任） 

第 40条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない

もの（以下「契約不適合」という。）であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は

代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 

２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発

注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 

３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間

内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求す

ることができる。   

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減

額を請求することができる。 

(1) 履行の追完が不能であるとき。 

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しな

ければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をし

ないでその時期を経過したとき。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完

を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 

（契約不適合責任期間等） 

第 41条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 31条第３項又は第４項（第 37条におい

て 

これらの規定を準用する場合を含む。）の規定による引渡し（以下この条において単に「引

渡し」という。）を受けた日から３年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追

完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除（以下この条において「請

求等」という。）をすることができない。 

２ 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求

等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 

３ 発注者が第１項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項及び第６

項において「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨を受注者

に通知した場合において、発注者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法

による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 

４ 発注者は、第１項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、

民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができ

る。 

５ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときに
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は適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 

６ 民法第 637条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 

７ 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定

にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等

をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、

この限りでない。 

８ 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の

性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をす

ることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であるこ

とを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 

（発注者の任意解除権） 

第 42 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第 42 条の３の規定によるほか、

必要があるときは、この契約を解除することができる。 

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼし

たときは、その損害を賠償しなければならない。 

（発注者の催告による解除権） 

第 42条の２ 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めて

その履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。

ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に

照らして軽微であるときは、この限りでない。 

(1) 第５条第４項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したと

き。 

(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 

(3) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見

込みがないと認められるとき。 

(4) 管理技術者を配置しなかったとき。 

(5) 正当な理由なく、第 40条第１項の履行の追完がなされないとき。 

(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

（発注者の催告によらない解除権） 

第 42 条の３ 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約

を解除することができる。 

(1) この契約に関して公正取引委員会が、受注者（受注者が協同組合又は共同企業体（以 

下「協同組合等」という。）である場合については、その代表者又は構成員。次号に

おいて同じ。）に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す

る法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第７条第１項の規

定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は独占禁止法第７条の２第１項の

規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。 

(2) この契約に関して受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用

人）が刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定に

よる刑が確定したとき。 

(3) 第５条第１項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。 

(4) 第５条第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用し

たとき。 

(5) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。 

(6) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したと

き。 

(7) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を

拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を

達することができないとき。 
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(8) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行

しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしな

いでその時期を経過したとき。 

(9)  前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告

をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らか

であるとき。 

(10) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（同

法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。）が経営に実質

的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。 

(11) 第 43条又は第 43条の２の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

(12) 受注者が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその

役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の

代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員であると認められるとき。 

ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認め

られるとき。 

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。 

ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当す

ることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手

方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契

約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第42条の４ 第42条の２各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由に

よるものであるときは、発注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

（発注者の損害賠償請求等） 

第 42 条の５ 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生

じた損害の賠償を請求することができる。 

(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。 

(2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。 

(3) 第42条の２又は第42条の３の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除された

とき。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が

不能であるとき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託

料の 10 分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければな

らない。 

(1) 第42条の２又は第42条の３の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除された

とき。 

(2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべ

き事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみな

す。 
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(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成 16年法律

第 75号）の規定により選任された破産管財人 

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成 14年

法律第 154号）の規定により選任された管財人 

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成 11年

法律第 225号）の規定により選任された再生債務者等 

４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する場

合とみなされる場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責め

に帰することができない事由によるものであるときは、第１項及び第２項の規定は適用し

ない。 

５ 第１項第１号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料

から第 37条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に

応じ、この契約の締結の日における九十九里地域水道企業団財務規程（平成３年４月１日

管理規程第２号）第 165 条第１項に規定する違約金の率で計算した額（100 円未満の端数

があるとき又は 100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。）とする。 

６ 第２項の場合（第 42条の３第１号、第２号、第 10号及び第 12号の規定により、この

契約が解除された場合を除く。）において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこ

れに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもっ

て同項の違約金に充当することができる。 

（受注者の催告による解除権） 

第 43 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の

催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、

その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らし

て軽微であるときは、この限りでない。 

（受注者の催告によらない解除権） 

第 43 条の２ 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

(1) 第 19 条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

(2) 第 20 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10分の５（履行期間の l0分の

５が６月を超えるときは、６月）を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場

合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後３月を経過しても、なおその中

止が解除されないとき。  

（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第43条の３ 第43条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるもの

であるときは、受注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

（受注者の損害賠償請求等） 

第 43 条の４ 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じ

た損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取

引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものである

ときは、この限りでない。 

(1) 第 43条又は第 43条の２の規定によりこの契約が解除されたとき。 

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が

不能であるとき。 

２ 第 32条第２項（第 37条において準用する場合を含む。）の規定による業務委託料の支

払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、この契約

の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）

第８条第１項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額（100 円未満の端数がある

とき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。）の遅延利息
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の支払いを発注者に請求することができる。 

（解除の効果） 

第 44 条 この契約が解除された場合には、第１条第２項に規定する発注者及び受注者の義

務は消滅する。ただし、第 37 条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限り

でない。 

２ 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合におい

て、受注者が既に業務を完了した部分（第 37条の規定により部分引渡しを受けている場

合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。）の引渡しを受け

る必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡し

を受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に

相応する業務委託料（以下「既履行部分委託料」という。）を受注者に支払わなければな

らない。 

３ 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協

議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

（解除に伴う措置） 

第 45条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 34条（第 52条において

準用する場合を含む。）の規定による前払金があったときは、受注者は、第 42 条の２、

第 42条の３又は第 42条の５第３項の規定による解除にあっては、当該前払金の額（第 37

条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の

額を控除した額。以下この条について同じ。）に当該前払金の支払いの日から返還の日ま

での日数に応じ、第 42 条の５第５項に規定する率で計算した額の利息を付した額を、第

42 条、第 43 条又は第 43 条の２の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者

に返還しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第２項の規

定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第 34条（第 52条において準用す

る場合を含む。）の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額を前条

第３項の規定により定められた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合にお

いて、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第 42条の２、第 42条の３

又は第 42 条の５第３項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日

から返還の日までの日数に応じ、第 42 条の５第５項に規定する率で計算した額の利息を

付した額を、第 42 条、第 43 条又は第 43 条の２の規定による解除にあっては、当該余剰

額を発注者に返還しなければならない。 

３ 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、 

当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受

注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して

返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 

４ 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所

有又は管理する業務の出来形部分（第 37 条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第

２項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。）、調査機械器具、仮設物その他の物

件（第７条第３項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が

所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。）があるときは、受注

者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡

さなければならない。 

５ 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用（以下この項及び次項におい

て「撤去費用等」という。）は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定

めるところにより発注者又は受注者が負担する。 

(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等 

契約の解除が第 42 条の２、第 42 条の３又は第 42 条の５第３項によるときは受注

者が負担し、第 42条、第 43条又は第 43 条の２によるときは発注者が負担する。 
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(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等受注者が負担する。 

６ 第４項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せ

ず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わ

って当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場

合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し

出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等（前項第１号の規定により、発

注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。）を負担しなければならない。 

［注］ 第４項から第６項までは、現場調査業務を委託する場合に規定する条項である。 

７ 第３項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解

除が第 42 条の２、第 42 条の３又は第 42 条の５第３項によるときは発注者が定め、第 42

条、第 43条又は第 43 条の２の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるも

のとし、第３項後段及び第４項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等について

は、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 

［注］ 下線部分は、現場調査業務を委託する場合に規定する文言である。 

８ 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については

発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 

（談合その他不正行為に係る賠償金の支払い） 

第 46 条 受注者は、第 42 条の３第１号又は第２号のいずれかに該当するときは、発注者

がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の１０分の２に相

当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を

履行した後も同様とする。ただし、同条第１号において、命令の対象となる行為が、独

占禁止法第２条第９項第３号及び同項第６号に基づく不公正な取引方法（昭和５７年６月

１８日公正取引委員会告示第１５号）第６項に規定する不当廉売である場合その他発注

者が特に必要と認める場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する

賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求するこ

とができる。 

３ 前２項の場合において、受注者が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠

償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に協同組合等を解散して

いるときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。 

（遵守義務違反） 

第 47条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、九十九里地域水道企業団建設工事請負

業者等指名停止措置要領（平成 18 年九十九里地域水道企業団告示第 11 号）の定めるとこ

ろにより、指名停止の措置を行う。受注者の再委託業者が報告を怠った場合も同様とする。 

（保   険） 

第 48条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険

を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示

しなければならない。 

（賠償金等の徴収） 

第 49条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内

に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期限を経過した

日から業務委託料支払いの日まで、第 42 条の５第５項に規定する率で計算した利息を付

した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 

２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき第 42条の５第５項

に規定する率で計算した額の延滞金を徴収する。 

（紛争の解決） 

第 50条 （削除） 

（債務負担行為に係る契約の特則） 
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第 51条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払いの限

度額（以下「支払限度額」という。）は、次のとおりとする。 

年度             円 

年度             円 

年度             円 

２ 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。 

年度             円 

年度             円 

年度             円 

３ 発注者は、予算上の都合その他必要があるときは、第１項の支払限度額及び前項の出

来高予定額を変更することができる。 

（債務負担行為に係る契約の前金払の特則） 

第 52 条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第 34 条中「契約書記載の履行期

限」とあるのは、「契約書記載の履行期限（最終の会計年度以外の会計年度にあっては、

各会計年度末）」と、「業務委託料」とあるのは、「当該会計年度の出来高予定額」と

読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度（以下「契

約会計年度」という。）以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能とな

る以前に前払金の支払いを請求することはできない。 

２ 前項の場合において、契約会計年度について前金払を支払わない旨が設計図書に定め

られている時は、前項の規定による読替後の第 34 条第１項の規定にかかわらず、契約会

計年度について前金払の支払いを請求することができない。 

３ 第１項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設

計図書に定められているときには、第１項の規定による読替後の第 34条第１項の規定に

かかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分

（        円以内）を含めて前払金の支払いを請求することができる。 

４ 第１項の場合において、前会計年度末における出来形部分に相当する業務委託料相当

額（以下「業務委託料相当額」という。）が前会計年度までの出来高予定額に達しない

ときには、第１項の規定による読替後の第 34条第１項の規定にかかわらず、受注者は、

業務委託料相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金

の支払いを請求することができない。 

５ 第１項の場合において、前会計年度末における業務委託料相当額が前会計年度までの

出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保

証期限を延長するものとする。この場合においては、第 35条第４項の規定を準用する。 

（個人情報の保護） 

第 53 条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、

別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 

（データの保護） 

第 54 条 受注者は、この契約による事務を処理するためのデータの取扱いについては、

別記「データ保護及び管理に関する特記仕様書」を守らなければならない。 

（準  用） 

第 55 条 令和８年４月１日以降については、第 42条の５第５項中「九十九里地域水道企業

団財務規程（平成３年４月１日管理規程第２号）第 165 条第１項」とあるのは「千葉県企

業局財務規程（昭和 39年千葉県水道局管理規程第６号）第 171条第１項」と、第 47条中

「九十九里地域水道企業団建設工事請負業者等指名停止措置要領（平成 18年九十九里地域

水道企業団告示第 11号）」とあるのは「千葉県建設工事請負業者等指名停止措置要領（昭

和６０年６月１日施行）」と読み替えて、これらの規定を準用する。 

２ 前項に規定するほか、令和８年４月１日以降については、本契約書記載の「九十九里地

域水道企業団」とあるのは「千葉県企業局」と読み替えて、これらの規定を準用する。 

（法令遵守） 
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第 56条 受注者は、業務の実施に当たり、関係諸法令を遵守しなければならない。 

（契約外の事項） 

第 57条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議し

て定める。 



1 

 

個人情報取扱特記事項 

第１ 基本的事項 

乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個

人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行う。 

 

第２ 事務従事者への周知及び監督 

（事務従事者への監督） 

１ 乙は、この契約による事務を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよ

う、事務従事者に対して必要かつ適切な監督を行う。 

（事務従事者への周知） 

２ 乙は、事務従事者に対して、次の事項等の個人情報の保護に必要な事項を周知させる

ものとする。 

 (1) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報をみ

だりに他人に知らせてはならないこと 

 (2) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報を不

当な目的に使用してはならないこと 

 

第３ 個人情報の取扱い 

（収集の制限） 

１ 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的

を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によりこれを行う。 

（秘密の保持） 

２ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはな

らない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

（漏えい、滅失及びき損の防止等） 

３ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、個人情報の漏えい、

滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じる。 

（持ち出しの制限） 

４ 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を甲が指定した場所で行い、個

人情報が記録された機器、記録媒体、書類等（以下「機器等」という。）を当該場所以外

に持ち出してはならない。 

（目的外利用及び提供の制限） 

５ 乙は、甲の指示がある場合を除き、個人情報をこの契約の目的以外の目的のために利

用し、又は甲の承諾なしに第三者に対して提供してはならない。 
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６ 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録され

た機器等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。 

 

第４ 再委託の制限 

乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にそ

の取扱いを委託してはならない。 

 

第５ 事故発生時における報告 

乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、

速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 

 

第６ 情報システムを使用した処理 

 乙は、情報システムを使用してこの契約による事務を行う場合には、この特記事項のほ

か、最高情報セキュリティ責任者（総務部デジタル改革推進局デジタル推進課が所管する

千葉県情報セキュリティ対策基準（平成１４年３月１５日制定）５（１）アに規定する職

にある者をいう。）の定める「データ保護及び管理に関する特記仕様書」等を遵守する。 

 

第７ 機器等の返還等 

 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、

若しくは作成した個人情報が記録された機器等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又

は引き渡すものとする。ただし、甲が別に作業の方法を指示したときは､当該方法によるも

のとする。 

 

第８ 甲の調査、指示等 

（調査、指示等） 

１ 甲は、乙がこの契約により行う個人情報の取扱状況を随時調査し、又は監査すること

ができる。この場合において、甲は、乙に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項

の報告若しくは資料の提出等を求めることができる。 

（公表） 

２ 甲は、乙がこの契約により行う事務について、情報漏えい等の個人情報を保護する上

で問題となる事案が発生した場合には、個人情報の取扱いの態様、損害の発生状況等を

勘案し、乙の名称等の必要な事項を公表することができる。 

 

第９ 契約の解除及び損害の賠償 

甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、及び乙に対して損害

の賠償を請求することができる。 
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(1) 乙又は乙の委託先（順次委託が行われた場合におけるそれぞれの受託者を含む。）の

責めに帰すべき事由による情報漏えい等があったとき 

(2) 乙がこの特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができない

と認められるとき 

 

注 

１ 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。 

２ 委託に係る事務の実態に則して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項は省略するこ

ととする。 
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第１ 目的 

本契約において取り扱う各種データについて、適正なデータ保護・管理方策及び情

報システムのセキュリティ方策ついて明確にすることを目的とする。 

第２ 適用範囲 

本契約を履行するに当たり、出版、報道等により公にされている情報を除き、千葉

県（以下「発注者」という。）が交付若しくは使用を許可し、又は契約の相手方（以下

「受注者」という。）が作成若しくは出力したものであって用紙に出力されたものを含

む全ての情報（以下「電子データ等」という。）を対象とする。 

第３ 対象とする脅威 

本書において対象とする脅威は、次に掲げる情報セキュリティが侵害された又はそ

のおそれがある場合とする。 

（１）不正プログラムへの感染（受注者におけるものを含む。） 

（２）サービス不能攻撃によるシステムの停止（受注者におけるものを含む。） 

（３）情報システムへの不正アクセス（受注者におけるものを含む。） 

（４）書面又は外部記録媒体の盗難又は紛失（受注者におけるものを含む。） 

（５）機密情報の漏えい・改ざん（受注者におけるものを含む。） 

（６）異常処理等、予期せぬ長時間のシステム停止（受注者におけるものを含む。） 

（７）発注者が受注者に提供した又は受注者にアクセスを認めた発注者の電子データ等の

目的外利用又は漏えい 

（８）アクセスを許可していない発注者の電子データ等への受注者によるアクセス 

（９）意図しない不正な変更等（受注者におけるものを含む。） 
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第４ 本契約を履行する者が遵守すべき事項 

受注者は、本契約の履行に関して、以下の項目を遵守すること。 

４.１ 業務開始前の遵守事項 

受注者は、以下の（１）から（６）までの各項目に定める事項及び契約内容を一部

再委託する場合は（７）に定める事項を取りまとめた「データ管理計画書」を作成し、

業務開始前までに発注者の承認を得ること。 

なお、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成25年法律第27号）による個人番号及び特定個人情報（以下「特定個人情報等」

という。）を取扱う業務の場合は、他の電子データ等と明確に区分して管理することと

し、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインに基づく安全管理措置につい

て、「データ管理計画書」の各事項へ、追加で記載すること。 

（１）データ取扱者等の指定 

受注者は、電子データ等を取り扱う者（以下「データ取扱者」という。）及び、デー

タ取扱者を統括する者（以下「データ取扱責任者」という。）を指定し、その所属、役

職及び氏名等を記入した「データ取扱者等名簿」を作成すること。 

また、特定個人情報等を扱う業務の場合は、特定個人情報等を明確に管理するため、

特定個人情報等を取り扱う者（以下「特定個人情報ファイル取扱者」という。）及び特

定個人情報ファイル取扱者を統括する者（以下「特定個人情報ファイル取扱責任者」

という。）についても併せて指定し、「データ取扱者等名簿」に記載すること。 

なお、データ取扱者、データ取扱責任者、特定個人情報ファイル取扱者及び特定個

人情報ファイル取扱責任者（以下「データ取扱者等」という。）は、守秘義務等のデー

タの取扱いに関する社内教育、又はこれに準ずる講習等を受講した者とし、その受講

実績も併せて「データ取扱者等名簿」に記入すること。 

（２）データ取扱者等への教育・周知計画 

受注者は、データ取扱者等を対象とした、本契約での電子データ等の取扱いや漏え

い防止等の教育及び周知に関する「データ取扱者等への教育・周知計画」を作成する

こと。 
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（３）電子データ等の取扱いにおける情報セキュリティ確保の措置計画 

受注者は、本契約に係る電子データ等の取扱いに関し、電子データ等の保存、運搬、

複製及び破棄並びに電子データ等の保管場所を変更する場合において実施する措置を

記載した「データ取扱計画」を作成すること。「データ取扱計画」には、以下に示す措

置を含めること。 

（ア）本契約の作業に係る電子データ等を取り扱うサーバ、パソコン、モバイル端末につ

いて、アクセス制御及び脅威に関する最新の情報を踏まえた不正プログラム対策及び

脆弱性対策を行うこと。 

（イ）機密性２以上の電子データ等の取扱いは、発注者又は受注者のいずれかの管理下

にない情報システム等（データ取扱者等の個人所有物であるパソコン及びモバイル端

末を含む。）を用いることを原則として禁止し、必要がある場合は発注者の許可を得

て用いること。 

（ウ）電子データ等名称、データ取扱者名、授受方法、使用目的、使用場所、保管場所、

保管方法、返却方法、授受日時、返却日時、特定個人情報等の有無等を記録する「デ

ータ管理簿」を整備すること。 

（エ）機密性２以上の電子データ等の保存に、発注者又は受注者のいずれかの管理下に

ない情報システム等又は電磁的記録媒体（データ取扱者等が私的に契約しているサー

ビス及びデータ取扱者等の個人所有物である電磁的記録媒体を含む。）を用いること

を原則として禁止し、必要がある場合は発注者の許可を得て用いること。 

（オ）データ取扱責任者又は特定個人情報ファイル取扱責任者が、データ取扱者又は特

定個人情報ファイル取扱者の作業に立ち会うなど適切な管理を行うこと。 

（カ）データ取扱責任者又は特定個人情報ファイル取扱責任者が、データ取扱者又は特

定個人情報ファイル取扱者が作業を終了し作業場所を離れる際は、データの持ち出し

の有無を厳重に検査すること。 

（キ）機密性２以上の電子データ等を電子メールにて送信する場合には、暗号化を行う

こと。 

（４）外部設置における情報セキュリティ確保の措置計画 

受注者は、発注者が指定する場所以外に情報システム機器を設置（外部設置）し、

本契約に係る電子データ等を取扱う場合は、情報セキュリティ確保のために、部外者
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の侵入等の意図的な情報漏えい等を防止する措置を記載した「外部設置における情報

セキュリティ措置計画」を作成すること。「外部設置における情報セキュリティ措置計

画」には以下に示す措置を含めること。 

（ア）情報システムにアクセス（一般向けに提供されているウェブページへのアクセス

を除く。）する作業は、受注者の管理下にあり、部外者の立入りが制限された場所に

おいて行うこと。 

（イ）電子データ等を取り扱うパソコン、モバイル端末等について、盗難、紛失、表示画

面ののぞき見等による漏えいを防ぐための措置を講ずること。また、それらの措置を

講じていないパソコン、モバイル端末等を用いた作業を制限すること。 

（ウ）入退室記録、作業記録等を蓄積し、不正の検知、原因特定に有効な管理機能を備え

ること。 

（５）外部接続における情報セキュリティ確保の措置計画 

受注者は、発注者が指定するネットワーク以外のネットワークへ接続（以下「外部

接続」という。）し、本契約に係る電子データ等を取扱う場合は、情報セキュリティ確

保のために、外部のネットワークからの侵入や改ざんを防御する措置を記載した「外

部接続におけるセキュリティ措置計画」を作成すること。「外部接続におけるセキュリ

ティ措置計画」には、以下に示す措置を含めること。 

（ア）外部接続箇所にファイアウォールを設置し、不要な通信の遮断を行うこと。 

（イ）外部接続箇所に侵入検知システムを設置し、ネットワークへの不正侵入の遮断を

行うこと。 

（ウ）外部接続箇所で不正な通信を検出した場合、発注者へ通報を行うこと。 

（６）情報セキュリティが侵害された又はそのおそれがある場合における対処手順 

受注者は、本契約に係る業務の遂行において情報セキュリティが侵害された又はそ

のおそれがある場合に備え、事前に連絡体制を整備し、発生した場合の対処手順を記

載した「情報セキュリティ侵害時対処手順」を作成すること。「情報セキュリティ侵害

時対処手順」には、以下に示す対処を含めること。 

（ア）作業中に、情報セキュリティが侵害された又はそのおそれがあると判断した場合

には、直ちに、発注者に、口頭にてその旨第一報を入れること。発注者への第一報は、
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情報セキュリティインシデントの発生を認知してから１時間以内に行うこと。 

（イ）当該第一報が行われた後、発生した日時、場所、発生した事由、関係するデータ取

扱者等を明らかにし、平日の午前９時から午後５時の間は１時間以内に、それ以外の

時間帯は３時間以内に発注者に報告すること。また、当該報告の内容を記載した書面

を遅延なく発注者に提出すること。 

（ウ）発注者の指示に基づき、対応措置を実施すること。 

（エ）発注者が指定する期日までに、発生した事態の具体的内容、原因、実施した対応措

置を内容とする報告書を作成の上、発注者に提出すること。 

（オ）再発を防止するための措置内容を策定し、発注者の承認を得た後、速やかにその措

置を実施すること。 

（７）再委託における情報セキュリティの確保の措置計画 

受注者は、本契約内容について一部再委託（更に順次行われる再委託を含む。）する

場合、受注者が業務を実施する場合に求められる水準と同一水準の情報セキュリティ

対策を再委託先において確保させる必要があり、再委託先における情報セキュリティ

の十分な確保を受注者が担保するとともに、再委託先の情報セキュリティ対策の実施

状況を確認するため、「再委託における情報セキュリティ措置計画」を作成すること。

なお、特定個人情報等を取扱う業務を再委託したときは、発注者が行う再委託先の管

理状況等の確認について、受注者は必要な協力を行うこと。 

４.２ 業務実施中における遵守事項 

（１）「データ管理計画書」に基づく情報セキュリティ確保 

「データ管理計画書」に記載した、データ取扱者等への教育・周知、電子データ等

の取扱い及び作業場所等の情報セキュリティ確保のための措置を実施すること。 

（２）データ管理簿への記録 

受注者は、データ取扱者等が電子データ等を取り扱う場合、「データ管理簿」に記録

し、データ取扱責任者に確認させること。また、特定個人情報等を扱う業務の場合、

特定個人情報ファイル取扱責任者に併せて確認させること。 
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（３）「データ管理計画書」の変更 

（ア）受注者は、本契約に基づく請負作業中に、次の事項について作業開始前に提出した

「データ管理計画書」の内容と異なる措置を実施する場合は、事前に「データ管理計

画書」の変更について発注者に提出し、承認を得ること。また、承認された変更の内

容を記録し保存すること。 

・データ取扱者等の異動を行う場合 

・データ取扱者等に対する教育・周知の計画を変更する場合 

・電子データ等の取扱いに関する計画又は作業場所等の情報セキュリティ確保のた

めの措置を変更する場合 

・再委託先及び再委託先の情報セキュリティ対策を変更する場合 

（イ）一時的に「データ管理計画書」とは異なる措置を実施する場合は、原則として事前

にその旨を発注者へ提出し、承認を得ること。ただし、情報セキュリティが侵害され

た又はそのおそれがある場合など緊急を要する場合等の場合、受注者は、実施内容に

ついて事後速やかに発注者へ報告すること。 

（４）業務の報告・監査等 

（ア）受注者は、発注者へ業務実施中の「データ管理計画書」の遵守状況について定期的

に報告すること。 

（イ）受注者は、発注者が「データ管理計画書」に係る管理状況について監査を要請した

時は、定期・不定期にかかわらず、これを受け入れること。 

（ウ）受注者は、「データ管理計画書」の評価、見直しを行うとともに、必要な改善策等

について、発注者へ提案すること。 

（５）情報セキュリティ対策の履行が不十分であった場合の対応 

受注者の本契約に係る作業における情報セキュリティ対策の履行が不十分である

と発注者が判断した場合、受注者は発注者と協議の上、必要な是正措置を講ずること。

また、是正措置の内容を「データ管理計画書」に反映させること。 
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４.３ 業務完了時の遵守事項 

（１）データ返却等処理 

受注者は、本契約に基づく業務が完了したときは、「データ管理簿」に記録されてい

る全てのデータについて、返却、消去、廃棄等の措置を行うものとし、処理の方法、

日時、場所、立会者、作業責任者等の事項を記した、「データ返却等計画書」を事前に

発注者へ提出し、承認を得た上で処理を実施すること。 

また、特定個人情報等を扱う業務の場合は、特定個人情報等であることを「データ

返却等計画書」に明示すること。 

（２）作業後の報告 

受注者は、「データ返却等計画書」に基づく処理が終了したときは、その結果を記載

した「データ管理簿」を発注者へ提出すること。 

（３）情報セキュリティ侵害の被害に関する記録類の引渡し 

受注者は、本契約の業務遂行中に情報セキュリティが侵害された又はそのおそれが

ある事象が発生した場合、４．１（６）に基づいて取得し保存している記録類を発注

者に引き渡すこと。 

４.４ 記憶装置の修理及び廃棄等におけるデータ消去 

受注者は、契約により発注者が利用する情報システム機器の修理及び廃棄、リース

返却（以下、「廃棄等」という。）の場合、記憶装置から、全ての電子データ等を消去

の上、復元不可能な状態にする措置（以下、「抹消措置」という。）を実施すること。 

（１）抹消措置計画の作成 

受注者は、「データ管理計画書」へ作業予定日時、作業予定場所、実施予定者氏名、

データ完全消去区分、使用機材名・数量、データ消去対象記憶装置リスト、立会者な

どを記載した「抹消措置作業計画」を追加するとともに、必要に応じてその他の措置

内容を変更したうえ、抹消措置実施日（賃貸借契約の場合は賃貸借期間満了日）の３

０日前までに発注者に提出し、承認を得ること。 

また、賃貸借契約の場合は賃貸借期間満了日から３０日以内に抹消措置実施日を設
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定すること。 

（２）抹消措置実施方法 

 ア マイナンバー利用事務系の領域において住民情報を保存する記憶媒体の抹消措置の

方法 

（ア）当該媒体を分解・粉砕・溶解・焼却・細断などによって物理的に破壊し、確実に復

元を不可能とすること。なお、対象となる機器について、リース契約による場合にお

いても、リース契約終了後、当該機器の記憶媒体については、物理的に破壊を行うこ

と。 

（イ）職員が抹消措置の完了まで立ち会いによる確認を行う。ただし、庁舎外で抹消措置

を行う場合は、庁舎内において、一般的に入手可能な復元ツールの利用によっても情

報の復元が困難な状態までデータの消去を行い、職員が作業完了を確認した上で、委

託事業者等に引き渡しを行い、委託事業者等が物理的な破壊を実施し、当該破壊の証

拠写真が添付された完了証明書により確認できること。 

 イ 機密性２以上に該当する情報を保存する記憶媒体（上記アに該当するものを除く。）

の抹消措置の方法 

（ア）一般的に入手可能な復元ツールの利用を超えた、いわゆる研究所レベルの攻撃か

らも耐えられるレベルで抹消を行うこと。 

（イ）庁舎内において、一般的に入手可能な復元ツールの利用によっても情報の復元が

困難な状態までデータの消去を行い、職員が作業完了を確認した上で、委託事業者等

に引き渡しを行い、抹消措置の完了証明書により確認できること。 

 ウ 機密性１に該当する情報を保存する記憶媒体の抹消措置の方法 

（ア）一般的に入手可能な復元ツールの利用によっても情報の復元が困難な状態に消去

すること。 

（イ）庁舎内においてデータの消去を実施し、職員が作業完了を確認するなど適正な方

法により確認できること。 

 エ ＩｏＴ機器を含む特殊用途機器の抹消措置の方法 

（ア）デジタル複合機などのＩｏＴ機器を含む特殊用途機器に保存された電子データ等

の漏えいの対策について、国際標準に基づくセキュリティ要件と同等以上のセキュリ

ティ要件とその要件に適合した第三者認証（「ＩＴ製品の調達におけるセキュリティ
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要件リスト」適合製品など）を取得している機能を有する場合は、当該機能によるデ

ータ消去をもって抹消措置とすることができる。 

（イ）庁舎内においてデータの消去を実施し、職員が作業完了を確認するなど適正な方

法により確認できること。 

（３）抹消措置の報告 

受注者は、抹消措置実施日から３０日以内に、作業日時、実施者氏名、データ完全

消去区分、使用機材名・数量、データ消去対象記憶装置リスト、立会者及び全ての記

憶装置について抹消措置前後の写真を添付した「抹消措置完了報告書」を発注者へ提

出し、承認を得ること。 
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第５ 情報システムの情報セキュリティ要件 

受注者は、本契約により情報システムを導入する場合は、対象となる以下の項目を

遵守すること。 

５.１ 侵害対策 

（１）通信回線対策 

（ア）通信経路の分離 

不正の防止及び発生時の影響範囲を限定するため、外部との通信を行うサーバ装置

及び通信回線装置のネットワークと、内部のサーバ装置、端末等のネットワークを通

信回線上で分離するとともに、業務目的、所属部局等の情報の管理体制に応じて内部

のネットワークを通信回線上で分離すること。 

（イ）不正通信の遮断 

通信回線を介した不正を防止するため、不正アクセス及び許可されていない通信プ

ロトコルを通信回線上にて遮断する機能を備えること。 

（ウ）通信のなりすまし防止 

情報システムのなりすましを防止するために、サーバの正当性を確認できる機能を

備えるとともに、許可されていない端末、サーバ装置、通信回線装置等の接続を防止

する機能を備えること。 

（エ）サービス不能化の防止 

サービスの継続性を確保するため、情報システムの負荷がしきい値を超えた場合に、

通信遮断や処理量の抑制等によってサービス停止の脅威を軽減する機能を備えること。 

（２）不正プログラム対策 

（ア）不正プログラムの感染防止 

不正プログラム（ウイルス、ワーム、ボット等）による脅威に備えるため、想定さ

れる不正プログラムの感染経路の全てにおいて感染を防止する機能を備えるとともに、

新たに発見される不正プログラムに対応するために機能の更新が可能であること。 

（イ）不正プログラム対策の管理 

システム全体として不正プログラムの感染防止機能を確実に動作させるため、当該
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機能の動作状況及び更新状況を一元管理する機能を備えること。 

（３）脆弱性対策 

（ア）構築時の脆弱性対策 

情報システムを構成するソフトウェア及びハードウェアの脆弱性を悪用した不正

を防止するため、開発時及び構築時に脆弱性の有無を確認の上、運用上対処が必要な

脆弱性は修正の上で納入すること。 

（イ）運用時の脆弱性対策 

運用開始後、新たに発見される脆弱性を悪用した不正を防止するため、情報システ

ムを構成するソフトウェア及びハードウェアの更新を効率的に実施する機能を備える

とともに、情報システム全体の更新漏れを防止する機能を備えること。 

５.２ 不正監視・追跡 

（１）ログ管理 

（ア）ログの蓄積・管理 

情報システムに対する不正行為の検知、発生原因の特定に用いるために、情報シス

テムの利用記録、例外的事象の発生に関するログを蓄積し、発注者が指定する期間保

管するとともに、不正の検知、原因特定に有効な管理機能（ログの検索機能、ログの

蓄積不能時の対処機能等）を備えること。 

（イ）ログの保護 

ログの不正な改ざんや削除を防止するため、ログに対するアクセス制御機能及び消

去や改ざんの事実を検出する機能を備えるとともに、ログのアーカイブデータの保護

（消失及び破壊や改ざんの脅威の軽減）のための措置を含む設計とすること。 

（ウ）時刻の正確性確保 

情報セキュリティインシデント発生時の原因追及や不正行為の追跡において、ログ

の分析等を容易にするため、システム内の機器を正確な時刻に同期する機能を備える

こと。 
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（２）不正監視 

（ア）侵入検知 

不正行為に迅速に対処するため、情報システムで送受信される通信内容の監視及び

サーバ装置のセキュリティ状態の監視等によって、不正アクセスや不正侵入を検知及

び通知する機能を備えること。 

（イ）サービス不能化の検知 

サービスの継続性を確保するため、大量のアクセスや機器の異常による、サーバ装

置、通信回線装置又は通信回線の過負荷状態を検知する機能を備えること。 

５.３ アクセス・利用制限 

（１）主体認証 

情報システムによるサービスを許可された者のみに提供するため、情報システムに

アクセスする主体の認証を行う機能として、ＩＤ／パスワードの方式を採用し、主体

認証情報の推測や盗難等のリスクの軽減を行う機能として、パスワードの複雑性及び

指定回数以上の認証失敗時のアクセス拒否などの条件を満たすこと。 

（２）アカウント管理 

（ア）ライフサイクル管理 

主体のアクセス権を適切に管理するため、主体が用いるアカウント（識別コード、

主体認証情報、権限等）を管理（登録、更新、停止、削除等）するための機能を備え

ること。 

（イ）アクセス権管理 

情報システムの利用範囲を利用者の職務に応じて制限するため、情報システムのア

クセス権を職務に応じて制御する機能を備えるとともに、アクセス権の割り当てを適

切に設計すること。 

（ウ）管理者権限の保護 

特権を有する管理者による不正を防止するため、管理者権限を制御する機能を備え

ること。 
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５.４ 機密性・完全性の確保 

（１）通信経路上の盗聴防止 

通信回線に対する盗聴行為や利用者の不注意による情報の漏えいを防止するため、

通信内容を暗号化する機能を備えること。 

（２）保存情報の機密性確保 

情報システムに蓄積された情報の窃取や漏えいを防止するため、情報へのアクセス

を制限できる機能を備えること。また、保護すべき情報を利用者が直接アクセス可能

な機器に保存できないようにすることに加えて、保存された情報を暗号化する機能を

備えること。 

（３）保存情報の完全性確保 

情報の改ざんや意図しない消去等のリスクを軽減するため、情報の改ざんを検知す

る機能又は改ざんされていないことを証明する機能を備えること。 

５.５ 情報窃取・侵入対策 

（１）情報の物理的保護 

情報の漏えいを防止するため、記憶装置のパスワードロック、暗号化等によって、

物理的な手段による情報窃取行為を防止・検知するための機能を備えること。 

（２）侵入の物理的対策 

物理的な手段によるセキュリティ侵害に対抗するため、情報システムの構成装置

（重要情報を扱う装置）については、外部からの侵入対策が講じられた場所に設置す

ること。 

５.６ 障害対策（事業継続対応） 

（１）システムの構成管理 

情報セキュリティインシデントの発生要因を減らすとともに、情報セキュリティイ

ンシデントの発生時には迅速に対処するため、構築時の情報システムの構成（ハード



データ保護及び管理に関する特記仕様書 第５情報システムの情報セキュリティ要件 

 

15 

15 

ウェア、ソフトウェア及びサービス構成に関する詳細情報）が記載された文書を提出

するとともに文書どおりの構成とし、加えて情報システムに関する運用開始後の最新

の構成情報及び稼働状況の管理を行う方法又は機能を備えること。 

（２）システムの可用性確保 

サービスの継続性を確保するため、情報システムの各業務の異常停止時間が復旧目

標時間として 1日を超えることのない運用を可能とし、障害時には迅速な復旧を行う

方法又は機能を備えること。 

５.７ サプライチェーン・リスク対策 

（１）受注者（再委託先含む）において不正プログラム等が組み込まれることへの対策 

情報システムの構築において、発注者が意図しない変更や機密情報の窃取等が行わ

れないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。当該

品質保証体制を証明する書類（例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス

可能な範囲等を示した管理体制図）を提出すること。 

（２）調達する機器等に不正プログラム等が組み込まれることへの対策 

機器等の製造工程において、発注者が意図しない変更が加えられないよう適切な措

置がとられており、当該措置を継続的に実施していること。また、当該措置の実施状

況を証明する資料を提出すること。 

５.８ 利用者保護 

（１）情報セキュリティ水準低下の防止 

情報システムの利用者の情報セキュリティ水準を低下させないように配慮した上

でアプリケーションプログラムやウェブコンテンツ等を提供すること。 

（２）プライバシー保護 

情報システムにアクセスする利用者のアクセス履歴、入力情報等を当該利用者が意

図しない形で第三者に送信されないようにすること。 



談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項 

 

（総則） 

第１条 この特約は、この特約が添付される契約（以下「契約」という。）と一体をなす。 

（談合その他の不正行為に係る解除） 

第２条 九十九里地域水道企業団（以下「甲」という。）は、契約の相手方（以下「乙」

という。）がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除する

ことができる。 

（１）公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の

確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第７

条第１項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第７条の２第１

項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。 

（２）乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）が刑法（明治４０年

法律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

２ 乙が協同組合及び共同企業体（以下「協同組合等」という。）である場合における前

項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適

用する。 

３ 乙は、前２項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の１０

分の１に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。 

４ 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証

金を違約金に充当することができる。 

５ 本条第１項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定に

よる。 

（談合その他不正行為に係る賠償金の支払い） 

第３条 乙は、前条第１項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否か

にかかわらず、賠償金として、契約金額の１０分の２に相当する額を甲が指定する期限

までに支払わなければならない。乙が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第

１項第１号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項第３号及び同

項第６号に基づく不公正な取引方法（昭和５７年６月１８日公正取引委員会告示第１５

号）第６項に規定する不当廉売である場合、その他甲が認める場合はこの限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲は、甲の生じた事実の損害額が同項に規定する賠償金の

額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。 

３ 前２項の場合において、乙が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金

を連帯して甲に支払わなければならない。乙がすでに協同組合等を解散しているとき

は、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。 

（暴力団等排除に係る解除） 



第４条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することがで

きる。 

（１）乙の役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその代

表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者又は経営に実質的

に関与しているものをいう。以下同じ。）が、暴力団員（暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条

第６号に規定するものをいう。以下同じ。）であると認められるとき。 

（２）乙の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団（暴対法第２条第２号に規定するものをいう。以下

同じ。）又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 

（３）乙の役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

（４）乙の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

と認められるとき。 

（５）乙の役員等が、暴力団、暴力団員又は（１）から（４）に該当する法人等（有資

格業者でないものを含む。）であることを知りながら、これを利用するなどしている

と認められるとき。 

（６）乙が、契約の履行に当たり、前各号のいずれかに該当する者に契約の履行を委託

し、又は請け負わせたと認められるとき。 

２ 乙が協同組合等である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が

同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。 

３ 乙は、前２項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の１０

分の１に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。 

４ 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証

金を違約金に充当することができる。 

５ 本条第１項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定に

よる。 

（暴力団等からの不当介入の排除） 

第５条 乙は、契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに

適正な履行を妨げる行為（以下「不当介入」という。）を受けたときは、その旨を直ちに

甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。 

２ 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講

じなければならない。 

（準用） 

第６条 令和８年４月１日以降については、第２条中「九十九里地域水道企業団」とある

のは「千葉県」と読み替えて、これらの規定を準用する。 
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